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（仮称）加古川市立総合体育館整備 PFI 事業

一次審査募集要項

加古川市（以下「市」という。）では、現有の体育館では増加する市民スポーツの需要に

応えられない状況に至っており、早急に屋内体育施設の整備が必要となっている。また、

近年は「するスポーツ」から「する、みる、ささえるスポーツ」へと変化してきており、

これらの環境変化にも対応できる施設の整備とそのあり方を検討してきたところである。

市は、（仮称）加古川市立総合体育館整備事業（以下「本事業」という。）を民間資金等

の活用による公共施設等の整備に関する事業（以下「ＰＦＩ事業」という。）として実施す

るために平成 13 年 10 月 4 日に（仮称）加古川市立総合体育館整備 PFI 事業 実施方針を公

表し、平成 13年 11 月 22 日には「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関

する法律」（以下「ＰＦＩ法」という。）に基づく特定事業として選定した。

本募集要項は特定事業を実施する民間事業者（以下「ＰＦＩ事業者」という。）の選定を

行うにあたり、第一次審査の募集要項として公表するものである。

　

本募集要項と同時に公表する書類及びその位置づけは次の通りとする。

・ 要求水準書（一次）：一次審査の募集時点における業務の要求水準を表現したもので、

二次審査時において追加、変更等が行われる可能性もある。

・ 契約書案：一次審集の募集時点における市の契約に対する考え方を示すために公表す

るもので、契約書案は二次審査時において追加、変更等が行われる可能性がある。ま

た、最終的な契約書は、優先交渉権者との協議を経て確定する。

１．特定事業の内容等

（１） 事業名

（仮称）加古川市立総合体育館整備ＰＦＩ事業

（２）事業内容

１）ＰＦＩ事業の対象施設

ＰＦＩ事業の対象施設（以下「対象施設」という。）を以下の通りとする。

①（仮称）加古川市立総合体育館（以下「総合体育館」という。）

② 加古川運動公園（以下「運動公園」という。）
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対象施設の概要は以下の通り

① 総合体育館

・対象敷地の所在

加古川市西神吉町鼎１０１０番地

・敷地面積

約４２,０００㎡

（総合体育館敷地及び駐車場用地として利用可能な部分は、約２７,０００㎡）

・都市計画法上の指定

市街化調整区域（公の施設は建設可能）

② 運動公園

・所在地

加古川市西神吉町鼎１０５０番地

・規模等

（財）日本陸上競技連盟１種公認陸上競技場

　　　主 競 技 場　　全天候型トラック４００ｍ　９レーン

　　　　　　　　　　　補助競技場　　全天候型トラック３００ｍ　５レーン

　　　フ ィ ー ル ド　　天然芝

　　　敷 地 面 積　　１２８，０００㎡(公園部分を含む。)

・施設等

メインスタンド　　地上３階　最高高さ１６．９ｍ

　　構造・本体　　鉄筋コンクリート造　一部ＰＣ造

　　屋根　　鉄骨造（鋼管立体フレーム片持構造）

　　基礎　　直接基礎

　　建設面積　　３，０８５．９５㎡

　　１階部分　　事務室、エントランスホール、会議室、審判控室、本部席、

　　　　　　　　　　　記録室、放送室、召集室、報道関係者控室、

　　　　　　　　　　　医務室、ドーピング検査室、室内練習場、トレーニング

　　　　　　　　　　　ルーム、選手更衣室、器具庫

　　２階部分　　インフォメーション案内所、売店（自販機コーナー）

　　３階部分　　屋内観覧室、司令室、調整室、写真判定室

　　収容人員　　固 定 席　５，２３０席

　　　　　　　　車 椅 子 席　　　　２５席

　　　　　　　　屋内観覧席　　　　２０席

バックスタンド　　芝　生　席　約１０，０００人収容

附 属 設 備 等　　ナイター設備(主､補助競技場)、電光掲示盤、放送設備、写
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真判定装置、陸上競技用大会運営情報システム、陸上競技用器具、その他競

技用具、会議室、室内練習場、トレーニングルーム、駐車場約３００台など

２）ＰＦＩ事業の範囲

　ＰＦＩ事業の範囲は次の通りとする。市が求める具体的な業務の内容は「要求水準

書」に示すものとする。

① 総合体育館の設計、建設

ＰＦＩ事業者は、市の要求性能を満たす総合体育館の設計及び建設を創意工

夫のもとで行う。この設計及び建設には、これらを実施する上で必要な関連業

務が含まれる。

② 対象施設の事業期間中の維持管理・運営業務等

総合体育館については、ＰＦＩ事業者が施設整備後、市は施設を所有しＰＦ

Ｉ事業者に施設の維持管理業務と運営業務を委託する（BTO 方式）。既に供用が

開始されている運動公園については、市よりＰＦＩ事業者に施設の維持管理業

務と運営業務を委託する。なお、運営業務には、施設の利用受付、料金徴収代

行業務等の施設提供業務、市民へのスポーツ教室等の提供業務を含むものとす

る。ＰＦＩ事業者は、総合体育館、運動公園の活用促進を図るための提案を行

い、実行するものとし、施設の提案に当たっては、総合体育館、運動公園の活

用促進のための創意工夫を設計に盛り込むこととする。

また、総合体育館の大規模修繕については別途、市からＰＦＩ事業者へ発注

するものとする。

３）ＰＦＩ事業者の収入

本事業におけるＰＦＩ事業者の収入は、総合体育館の完成時以降に市が支払う

建物代金（割賦金）と、運営段階で発生する総合体育館、運動公園の維持管理・

運営業務受託費からなる。

４）事業期間及び事業期間終了時の措置

① 事業期間

本事業の事業期間は、供用開始から２０年を経過した日までの期間とする。

② 事業期間終了時の措置

事業期間終了後、市は総合体育館、運動公園の維持管理及び運営業務について、

ＰＦＩ事業者へ再度委託する場合がある。

（３）遵守すべき法令等

本事業を実施するにあたっては、都市計画法、建築基準法、その他関連する法令等を
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遵守すること。

また、兵庫県福祉まちづくり条例、大規模建築物に関する指導要網等を遵守すること。

（４）事業の日程（予定）

平成１３年１２月２５日　　一次募集要項発表・一次募集要項説明会

　　　　　１２月２５日～　一次募集要項に対する質問受付

平成１４年　１月１０日

　１月２２日　　一次募集要項に対する質問への回答

　　　　　　２月２２日　　一次審査受付

　　　　　　３月中旬　　　一次審査合格発表

　　　　　　　　　３月下旬　　　二次募集要項発表

　　　　　　　　　６月下旬　　　二次審査受付

　　　　　　　　　７月下旬　　　優先交渉権者決定

　　　１１月　　　　仮契約締結

　　　　　　　　１２月　　　　事業契約締結

　　平成１７年　　４月　　　　供用開始
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２．ＰＦＩ事業者の募集及び選定

（１） 募集の方法

ＰＦＩ事業者の募集は公募型プロポーザル方式により行い、２段階の審査によって事

業予定者（優先交渉権者）の選定を行う。

（２） 評価の方法等

ＰＦＩ事業者の選定を行うにあたっては、客観的な評価を行い、その結果を速やかに

公表する。なお、一次審査における審査基準は「審査基準（一次）」によるものとする。

（３） 審査委員会の設置

市は、「（仮称）加古川市立総合体育館整備ＰＦＩ事業審査委員会」（以下「審査委員会」

という）を設置し、その審査により事業予定者（優先交渉権者）を決定する。

審査委員会の構成は次の通り

　　　　　　神吉　賢一　　　（神戸商科大学　教授）

　　　　　　魚住　廣信　　　（兵庫大学健康科学部健康システム学科教授）

　　　　　　西尾　　透　　　（西尾会計事務所長　公認会計士）

　　　　　　横井　　康　　　（朝日監査法人パブリックセクター部長　公認会計士）

　　　　　　津川　広昭　　　（御堂筋法律事務所　弁護士）

　　　　　　稲富　　恭　　　（兵庫大学短期大学部美術デザイン学科助教授）

　　　　　　青木秀太郎　　　（加古川市建設部総合体育館建設担当次長）

　　　　　　山内　俊明　　　（加古川市企画部企画調整室長）

　　　　　　石堂　　求　　　（加古川市企画部財政課長）

（４）一次審査の審査事項

一次審査は、応募資格の確認及び以下に示す項目の一次提案書の内容について審査を

行い、一次審査通過者を決定する。なお、一次審査通過者の数は、最大５程度とする。

① 本事業に対する基本的な考え方

② 総合体育館の設計・建設に対する考え方

③ 総合体育館、運動公園の維持管理に対する考え方

④ 総合体育館、運動公園の運営業務の実施に対する考え方

⑤ 総合体育館、運動公園の活用促進策の実施に対する考え方

⑥ 体育施設の設計、建設、運営に関する実績

⑦ 資金調達及びリスク分担の考え方
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（５）二次審査の審査事項

二次審査は、一次審査通過者の提出する二次提案書を対象に、市の財政負担の総額

（大規模修繕に要する費用の見積額を含む）、技術的要件の適合性、及び施設の活性促

進策に関する提案等について総合的に評価を行う。なお、二次審査の審査事項等は二

次審査の募集要項で公表する。



7

３．応募者の参加資格等

（１）応募者の構成

応募者には、総合体育館を設計する企業（以下「設計企業」という。）、総合体育館を

建設する企業（以下「建設企業」という。）、総合体育館、運動公園を運営する企業（以

下「運営企業」という。）を最低限含むものとする。設計企業、建設企業、運営企業は、

それぞれ一企業とすることも、複数の企業の共同とすることも可能とし、また、同一企

業が設計企業、建設企業、運営企業を兼ねることも可能とする。なお、一応募者の構成

員は他の応募者の構成員となることは出来ない。応募者は応募にあたり市との連絡等に

おいて応募者を代表する代表企業を構成企業の中から選任すること。

応募者は事業受託にあたっては、株式会社たる SPC（特別目的会社）を設立すること

とし応募者の出資合計が 50％を超えるものとする。応募者の構成については別紙２「応

募者の構成について」を参照のこと。

（２）応募者の応募資格

応募者の構成員の資格要件は次のとおりとする。

①　設計企業（複数の場合は、いずれも）は、建築士法第２３条の規定に基づく一

級建築士事務所の登録を行っていること。

②　建設企業（複数の場合は、いずれも）は、建設業法第３条第１項に基づく建築

工事業にかかる建設業の許可を受けた者のうち平成１３年度加古川市競争入札

参加資格者名簿に登録されているもので、経営事項審査点数（建築）１,５００

点以上（平成１３年１０月１日時点）の者であること。

③　運営企業（複数の場合は、いずれも）は、公営民営（自社所有を含む）を問わ

ず体育施設の運営実績または運営受託実績を有しており、本事業の対象施設の運

営管理能力を備える者であること。

④　本事業に関する審査委員並びに市とアドバイザリー契約を締結した企業（市と

アドバイザリー契約を締結した企業から本事業について再委託をうける企業を

含む）及びその関連会社は応募者を構成することが出来ない。

次の者は構成員となることができない。

(a) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者

(b) 本市市税及び国税（法人税、消費税及び地方消費税）を滞納している者

(c) 資格審査書類及び一次提案書の受付日から二次審査結果の決定日までの間にお

いて市の指名停止中である者等
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４．事業の実施

（１）基本的考え方

本事業において総合体育館の設計・建設、総合体育館、運動公園の運営上の責任は、

原則としてＰＦＩ事業者が負うものとする。また、市は竣工後、総合体育館をＰＦＩ事

業者から買い取り、その後は対象施設の所有・管理者としての責任を負うものとする。

本事業におけるリスク分担の考え方は、最も良くそのリスクを管理できるものがその

リスクを管理することにより最適なリスク分担を実現し、より低廉で質の高いサービス

の提供を目指すものであり、市がリスクを負うべき合理的な理由がある事項については、

別途ＰＦＩ事業者と協議の上、市がリスクを負うこととする。

（２）予想されるリスクと責任分担

市とＰＦＩ事業者の基本的なリスク分担は、別紙１「リスク分担に関する基本的な考

え方」に基づいて行うことを想定しているが、最終的には事業契約において定めるもの

とする。

（３）モニタリング

市は、ＰＦＩ事業者が提供する総合体育館、運動公園の維持管理及び運営業務の内容

の確認、並びにＰＦＩ事業者の財務状況の把握を目的にモニタリングを行う。モニタリ

ングの方法及び内容等については、事業契約において定める。

（４）事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置

１） 協議の実施

市がＰＦＩ事業者と締結する事業契約もしくはその規定の解釈又はかかる契約

に規定のない事項について疑義が生じた場合、事業契約に定める方法により市とＰ

ＦＩ事業者とはその解決のために協議するものとする。

２）裁判手続きへの移行

事業契約に定める方法が功を奏しない不調に終わった場合は、裁判手続によって

紛争を解決するものとする。

（５）事業の継続が困難となった場合における措置

事業の継続が困難になった場合の措置等については契約で定めるものとする。

（６）金融機関と市の協議

事業の適正な実施のために、一定の重要な事項について、ＰＦＩ事業者に資金提供を
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行う金融機関と市で協議を行うこともあり得る。

（７）法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項

ＰＦＩ法に規定する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受ける

ことができる可能性がある場合には、市は、ＰＦＩ事業者が措置並びに支援を受けるこ

とができるよう努める。

（８）議会の議決

市は、事業契約の締結にあたっては、予め議会の議決を経るものとする。

（９）長期債務負担行為の設定

市は、事業契約の契約に当たっては予め議会の議決を経て債務負担行為の設定を行う

ものとする。

５．応募手続き

（１） 一次審査募集要項の配布及び説明会

一次審査募集要項の配布及び同要項に関する説明会を次の通り実施する。

１） 一次審査募集要項の配布

・ 日時：平成 13年 12 月 25 日　午前 10 時より

・ 配布場所：下記の説明会の受付において募集要項の配布を行うほか、同日よ

り市のホームページ上でも公開する。（説明会当日の配布は一社あたり一部

とする。）

２） 一次審査募集要項の説明会

・ 日時：平成 13年 12 月 25 日　午前 10 時より

・ 場所：加古川市役所　　191 会議室（新館 9階）

・ 参加受付：当日会場にて参加の受付を行う。

・ 現地説明会を当日　午後 2 時より行うが、参加を希望する者は現地までの移

動手段を各自確保すること。現地説明会の詳細は、募集要項の説明会にて発

表する。

（２） 関連図面の閲覧及び複写の受付

① 運動公園の設計図書及び民間業者による図面複写の受付を次の通り行う。

・ 日時：平成 13年 12 月 25 日より 12 月 27 日まで（25 日は説明会終了後から午

後 3時まで、26･27 日は午後１時から午後 3時まで）

・ 場所：加古川市役所　　242 号室（本館 4階）
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② 総合体育館の造成図面等の閲覧及び民間業者による図面複写の受付を次の通り

行う。

・ 日時：平成 14年 1月 8日より 1月 10 日（午後 1時から午後 3時まで）

・ 場所：加古川市役所　　242 号室（本館 4階）

複写の受付：閲覧場所にて民間業者（本館 2階印刷室業者）による図面複写（有

料）の受付を行う。複写を申し込んだ図面の引き渡しは、①1月 9日頃②1月 15日

頃となる。料金等については、当日、民間業者に問い合わせを行うこと。

（３） 追加資料の公開

総合体育館の敷地について、市がボーリング調査を行う予定であるため、調査結

果を追加資料として平成 14 年 2 月下旬に公開する予定である。

（４） 質問の受付及び回答

１） 質問の受付

本募集要項、要求水準書（一次）、契約書案に関する質問の受付を下記のとお

り事務局にて行う。

・ 期限：平成 13 年 12 月 25 日から平成 14 年 1 月 10 日午後５時まで

・ 受付方法：電子メールによる送信のみ受け付ける。

・ 質問又は意見の様式：様式１を利用して MS WORD で作成した質問を添付ファ

イルにて送信すること。

・ 質問の提出先アドレス

ｅ-mail   sposhin-pfi@city.kakogawa.hyogo.jp

２） 質問への回答

質問に対する回答は市のホームページ上で公表する。

・ 公表日（予定）：平成 14 年 1 月 22 日

・ 市のホームページアドレス

http://www.city.kakogawa.hyogo.jp/

（５） 一次審査応募登録

一次審査への応募を希望する者は様式２「一次審査応募登録書」を提出すること。

・ 提出期限：平成 14年 2月 12 日から平成 14 年 2 月 15 日午後５時まで

・ 提出先：本事業の事務局

・ 提出方法：持参または郵送（郵送の場合は期限までに必着とする。）
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（６） 一次審査提案書の提出

応募者は次の要領で応募すること。

・ 日時：平成 14年 2月 18 日から平成 14 年 2 月 22 日午後５時まで

・ 提出場所：本事業の事務局

・ 提出方法：持参によること

・ 提出書類

① 提案書提出届（様式３）

② 各構成員の会社概要（各社１０部）

③ 各構成員の法人登記簿謄本（各社１０部：原本１部を含むこと）

④ 各構成員の直近３年間の貸借対照表および損益計算書（各社１０部）

⑤ 本市市税及び国税（法人税、消費税及び地方消費税）を滞納していない

ことを証する書類（本市市税については納税義務があるもののみ）（１

部）

⑥ 一次提案書（１０部）

一次提案書は次の様式から構成される。各様式は MS WORD（10.5 ポイン

ト活字）を使用して作成し、その内容を記録したフロッピーディスクを

添付して提出すること。提案書の作成に当たっては図表等の使用は自由

とする。

様式 内容 制限枚数

様式４ 本事業に対する基本的な考え方 １枚まで

様式５ 総合体育館の設計・建設に対する考え方 １枚まで

様式６ 総合体育館、運動公園の維持管理に対する考

え方

１枚まで

様式７ 総合体育館、運動公園の運営業務の実施に対

する考え方

１枚まで

様式８ 総合体育館、運動公園の活用促進策の実施に

対する考え方

１枚まで

様式９ 体育施設の設計、建設、運営に関する実績 各１枚まで

様式１０ 資金調達及びリスク分担の考え方 １枚まで

（７） 一次審査合格者の発表

一次審査の合格者の発表は、平成 14 年 3 月中旬を予定している。

（８） その他

１） 契約保証金

契約保証金の取扱については、以下の通りとする。

・ 建設段階においては、建築工事代金に相当する額の 10％の契約保証金を市に
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差し入れる事とする。

・ 運営段階の契約保証金については、サービス購入費（割賦金を除く）１年分

に相当する額の 10％の契約保証金を市に差し入れる事とする。

・ 建設段階、運営段階のいずれの場合でも契約保証金の納付は、次に掲げる担

保の提供をもってこれに代えることができる。（契約金額の 100 分の 10 以上

の金額とする）

① 現金

② 同額の券面額の国債又は地方債

③ 金融機関が振出又は支払保証した小切手

④ 金融機関の保証書

⑤ 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約

２） 応募に伴う費用負担

応募に伴う費用は、すべて応募者の負担とする。

３） 使用単位等

応募に関して使用する単位は計量法に定めるものとし、使用通貨は円、使用言語

は日本語とする。

４） 提出書類の取扱

提出された応募書類の著作権は応募者に帰属する。ただし、本事業において公表

等が必要と認められる場合には、市は応募書類の一部または全部を使用出来るもの

とする。

また、提出された応募書類は理由の如何を問わず返却しない。

５） 市提供資料（市が閲覧に供し、応募者が複写した図面を含む）の取扱

市が提供する資料（市が閲覧に供し、応募者が複写した図面を含む）を、応募に

必要な範囲以外で使用する事は禁止する。

６） 事務局の取扱時間

土日祝日を除く日の午前９時から午後５時まで（但し午前０時から午後１時まで

を除く）

７） 失格となる場合

次の何れかに該当する場合は、失格とする。

・ 提出期限後に提案書が提出された場合
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・ 提出書類に虚偽に記載があった場合

・ 審査の公平を害する行為があった場合

・ その他、本募集要項に違反する場合

６．本件に関する市の担当部署（事務局）

加古川市教育委員会スポーツ振興室

〒675－8501  加古川市加古川町北在家 23‐1

電   話   ０７９４―２７―９３８１（直）

ｅ-mail   sposhin-pfi@city.kakogawa.hyogo.jp

７．本事業に関するアドバイザー

株式会社地域経済研究所

　　　　　〒540-0012  大阪市中央区南船場２丁目１２番１６号
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別紙１「リスク分担に関する基本的な考え方」

リスク負担段

階
リスクの種類 リスクの内容

市 事業者

募集要項の誤り 募集要項の誤りにより施工上の不都合、運営上

の不都合が生じた場合。
○

測量調査の不備 測量調査等に不備があって施工上の不都合、運

営上の不都合が生じた場合。
○

市調査分

○

それ以外

資金調達リスク PFI事業者の資金調達が不調となり、事業の実
施に不都合が生じた場合

○

計画への反対 建設計画への反対等により計画が遅延または

変更された場合。
○

議会の不承認リスク PFI事業契約が議会で承認されなかった場合。 ○

共

通

不可抗力リスク 不可抗力により、損害が発生した場合。 ○ △

設計の不備リスク 設計上の不備、採用する技術の種類により施設

の性能、稼働状況に影響が発生する場合。
○計

画

設

計

応募リスク 不落時の応募コストの負担 ○

用地造成リスク PFI事業用地の造成が遅れた場合 ○

許認可取得リスク 必要となる許認可の取得の遅延、不能により事

業の実施に不都合が生じた場合
○

工事遅延・未完工リス

ク

工事が遅延・未完工となる場合 ○

コスト・オーバーラン

リスク

建設費の超過が発生する場合 ○

地元調整リスク 工事の実施にともなう地元の反対、苦情の発生

により事業の実施に不都合が生じた場合
○

工事中の事故リスク 工事中の事故、火災による施設破損等が発生す

る場合
○

建

設

要求性能未達リスク 施工不良等により要求性能が満たされない場

合。
○

金利変動リスク 市場における金利変動による資金調達コスト

の上昇
○

ルールを設定

○
ルールを設定

物価上昇リスク 施設の維持管理コストの上昇のうち市場価格

の変動によるもの（インフレーション）
○

ルールを設定

○
ルールを設定

施設維持管理コスト

上昇リスク

金利変動、物価上昇以外の理由による原料、資

材の増大、価格の上昇、人件費の増加等により

施設の維持管理コストが上昇する場合

○

事業実施中における

制度変更

事業実施中における税制その他の制度変更に

より事業実施コストが上昇した場合。
○ △

事業破綻リスク 事業実施中において事業運営が破綻し、事業の

継続が困難となる場合
○

運

営

瑕疵担保リスク 隠れたる瑕疵についての責任 ○

○：リスクの主たる負担者

△：リスクの従たる負担者



15

別紙２　応募者の構成について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一次審査の実績審査の対象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者（応募書類に記名押印）

　　　　　　　　　　　　　　出資、委託契約

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設企業：要件 3.(2).②

出資、委託契約

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計企業：要件 3.(2).①

             出資、委託契約

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運営企業：要件 3.(2).③

出資、委託契約

                                  　　　　　　　その他構成員：要件 3.(2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その他構成員も複数可）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・応募者の出資合計 50%以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・応募者は他グループへの重複参加不可

　　　　ＳＰＣ

出資

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出資者

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　委託契約

協力企業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・他グループへの重複参加可能
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様式１

平成　年　月　日

一次審査募集要項に関する質問

（仮称）加古川市立総合体育館整備 PFI 事業一次審査募集要項に関して質問があり

ますので、本紙を提出します。

提出者名等

　　　会社名：

　　　所在地：

　　　担当者名：

　　　所属：

電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

メールアドレス：

内容（１項目につき本紙１枚で簡潔に記載すること）
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様式２

平成　　年　　月　　日

一次審査応募登録書

加古川市長　木下　正一　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者名

（仮称）加古川市立総合体育館整備 PFI 事業一次審査に応募いたしますので、本紙

を提出します。

代表企業（設計、建設、運営、その他　：該当を○で囲む）

住所

　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社印

　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

構成企業（設計、建設、運営、その他　：該当を○で囲む）

住所

　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社印

　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

構成企業（設計、建設、運営、その他　：該当を○で囲む）

住所

　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社印

　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

構成企業（設計、建設、運営、その他　：該当を○で囲む）

住所

　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社印

　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

構成企業（設計、建設、運営、その他　：該当を○で囲む）

住所

　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社印

　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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＊構成企業の欄が不足する場合は、ここに複写して記入すること。

代表企業における連絡窓口

担当者名：

　　　所属：

電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

メールアドレス：
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様式３

平成　　年　　月　　日

一次審査提案書提出届

加古川市長　木下　正一　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者名

（仮称）加古川市立総合体育館整備 PFI 事業一次審査に応募いたしますので、提案

書を提出します。

代表企業（設計、建設、運営、その他　：該当を○で囲む）

住所

　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社印

　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

構成企業（設計、建設、運営、その他　：該当を○で囲む）

住所

　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社印

　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

構成企業（設計、建設、運営、その他　：該当を○で囲む）

住所

　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社印

　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

構成企業（設計、建設、運営、その他　：該当を○で囲む）

住所

　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社印

　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

構成企業（設計、建設、運営、その他　：該当を○で囲む）

住所

　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社印

　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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＊構成企業の欄が不足する場合は、ここに複写して記入すること。

代表企業における連絡窓口

担当者名：

　　　所属：

電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

メールアドレス：



21

様式４

（様式４）本事業に対する基本的な考え方
応募者名

（本事業に対する基本的な考え方を簡潔に記入すること。）



22

様式５

（様式５）総合体育館の設計・建設に対する考え

方

応募者名

（総合体育館の設計・建設に対する考え方を簡潔に記入すること。）
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様式６

（様式６）総合体育館、運動公園の維持管理に対

する考え方

応募者名

（総合体育館、運動公園の維持管理に対する考え方を簡潔に記入すること。）
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様式７

（様式７）総合体育館、運動公園の運営業務に対

する考え方

応募者名

（総合体育館、運動公園の運営業務に対する考え方を簡潔に記入すること。）
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様式８

（様式８）総合体育館、運動公園の活用促進策の

実施に対する考え方

応募者名

（総合体育館、運動公園の活用促進策の実施に対する考え方を簡潔に記入すること。）
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様式９－１①

（様式９－１①）体育施設の設計に関する実績

（設計企業の体育施設の設計に関する実績を最

大４件まで記入すること。また各実績について記

入内容を補強するパンフレット類の添付は可能

とする。（添付数は各１部とする。）

応募者名

事例１（設計企業名：　　　　　　　）

（事業名）

（発注者）

（所在地）

（竣工時期）

（延床面積）

（その他）

事例２（設計企業名：　　　　　　　）

（事業名）

（発注者）

（所在地）

（竣工時期）

（延床面積）

（その他）
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様式９－１②

（様式９－１②）体育施設の設計に関する実績

（設計企業の体育施設の設計に関する実績を最

大４件まで記入すること。）また各実績について

記入内容を補強するパンフレット類の添付は可

能とする。（添付数は各１部とする。）

応募者名

事例３（設計企業名：　　　　　　　）

（事業名）

（発注者）

（所在地）

（竣工時期）

（延床面積）

（その他）

事例４（設計企業名：　　　　　　　）

（事業名）

（発注者）

（所在地）

（竣工時期）

（延床面積）

（その他）
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様式９－２①

（様式９－２①）体育施設の建設に関する実績

（建設企業の体育施設の建設に関する実績を最

大４件まで記入すること。）また各実績について

記入内容を補強するパンフレット類の添付は可

能とする。（添付数は各１部とする。）

応募者名

事例１（建設企業名：　　　　　　　）

（事業名）

（発注者）

（所在地）

（竣工時期）

（延床面積）

（その他）

事例２（建設企業名：　　　　　　　）

（事業名）

（発注者）

（所在地）

（竣工時期）

（延床面積）

（その他）
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様式９－２②

（様式９－２②）体育施設の建設に関する実績

（建設企業の体育施設の建設に関する実績を最

大４件まで記入すること。）また各実績について

記入内容を補強するパンフレット類の添付は可

能とする。（添付数は各１部とする。）

応募者名

事例３（建設企業名：　　　　　　　）

（事業名）

（発注者）

（所在地）

（竣工時期）

（延床面積）

（その他）

事例４（建設企業名：　　　　　　　）

（事業名）

（発注者）

（所在地）

（竣工時期）

（延床面積）

（その他）
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様式９－３①

（様式９－３①）体育施設の運営に関する実績

（運営企業の体育施設の運営に関する実績を最

大４件まで記入すること。）また各実績について

記入内容を補強するパンフレット類の添付は可

能とする。（添付数は各１部とする。）

応募者名

事例１（運営企業名：　　　　　　　）

（事業名）

（発注者）

（所在地）

（竣工時期）

（延床面積）

（業務内容）

（その他）

事例２（運営企業名：　　　　　　　）

（事業名）

（発注者）

（所在地）

（竣工時期）

（延床面積）

（業務内容）

（その他）
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様式９－３②

（様式９－３②）体育施設の運営に関する実績

（運営企業の体育施設の運営に関する実績を最

大４件まで記入すること。）また各実績について

記入内容を補強するパンフレット類の添付は可

能とする。（添付数は各１部とする。）

応募者名

事例３（運営企業名：　　　　　　　）

（事業名）

（発注者）

（所在地）

（竣工時期）

（延床面積）

（業務内容）

（その他）

事例４（運営企業名：　　　　　　　）

（事業名）

（発注者）

（所在地）

（竣工時期）

（延床面積）

（業務内容）

（その他）
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様式１０

（様式１０）資金調達及びリスク分担の考え方
応募者名

（本事業の実施における資金調達及びリスク分担の考え方を簡潔に記入すること。）


